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令和８年第２回府中町議会定例会 

会 議 録（第２号） 

 

１．開 会 年 月 日     令和８年３月９日（月）  

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     令和８年３月１０日（火） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１８名） 

   議長  力 山   彰 君    副議長  森 本 将 文 君 

   ２番  橋 井   肇 君     ３番  安 部 智恵美 君 

   ５番  松 本 真 明 君     ６番  梶 川 三樹夫 君 

   ７番  木 田 圭 司 君     ８番  三 宅 健 治 君 

   ９番  川 上 翔一郎 君    １０番  西 山   優 君 

  １１番  坂 田 栄 一 君    １２番  山 口 晃 司 君 

  １３番  齋 藤   昇 君    １４番  宮 本   彰 君 

  １５番  田 中 伸 武 君    １６番  二 見 伸 吾 君 

  １７番  狩 野 雄 二 君    １８番  金 澤 映里子 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名  

  ２ 町長施政方針 

  ３ 第１３号議案 府中町子ども医療費助成条例の一部改正について 

  ４ 第１７号議案 府中町国民健康保険税条例の一部改正について 

  ５ 第２０号議案 指定管理者の指定について 

  ６ 第２１号議案 指定管理者の指定について 

  ７ 第 ６号議案 令和８年度府中町一般会計予算 

  ８ 第 ７号議案 令和８年度府中町土地取得特別会計予算 

  ９ 第 ８号議案 令和８年度府中町国民健康保険特別会計予算 



- 2 - 

 １０ 第 ９号議案 令和８年度府中町介護保険特別会計予算 

 １１ 第１０号議案 令和８年度府中町後期高齢者医療特別会計予算 

 １２ 第１１号議案 令和８年度府中町下水道事業会計予算 

           （予算特別委員会 設置） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   寺 尾 光 司 君 

      副 町 長   桑 原   強 君 

      教 育 長   新 田 憲 章 君 

      総 務 企 画 部 長   谷 口 充 寿 君 

      財 務 部 長   増 田 康 洋 君 

      福 祉 保 健 部 長   中 本 孝 弘 君 

      町 民 生 活 部 長   胡 子 幸 穂 君 

      建 設 部 長   礒 亀   智 君 

      建 設 部 区画 整 理担 当部 長   井 上 貴 文 君 

      消 防 長   新 宅 和 彦 君 

      教 育 部 長   屋 敷   学 君 

      危 機 管 理 監   佐 藤 伸 樹 君 

      財 務 部 次 長 兼 財 政 課 長   土 井 賢 二 君 

      総 務 課 長   梶 山 睦 生 君 

      高 齢 介 護 課 長   松 林   亮 君 

      保 険 年 金 課 長   平 尾 明 子 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長   長 西 弘 子 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（力山 彰君） 皆さんおはようございます。 

  ただいまの出席議員は１８名で定足数に達しておりますので、議会は成立いたして
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おります。よって、令和８年第２回府中町議会定例会第２日目の会議を開きます。  

  議事日程を御覧ください。 

  本日の議事日程でございますが、御覧の日程で会議を進めてまいりたいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（力山 彰君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１６番二見議員、１７番狩野議員を指名いたします。よろしくお願いしま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（力山 彰君） 日程第２、町長施政方針を議題に供します。 

  令和８年度施政方針を御覧ください。 

  なお、ここでは施政方針の朗読のみとなりますので、よろしくお願いします。 

  それでは町長、お願いします。 

  町長。 

○町長（寺尾光司君） それでは、令和８年度施政方針を提案させていただきます。 

  本日、令和８年度の予算議案の提案に際し、町政運営に関する私の所信と、予算の

概要を申し述べます。 

  令和８年度は、当町の将来発展すべき基本的な方向を示す最上位計画として、今後

１０年間を対象に策定した第５次総合計画の初年度となります。第５次総合計画では、

「みんなの「暮らしたい」がかなうまち あきふちゅう」を町の将来像に掲げ、社会

の移り変わりに柔軟に対応しつつ、住民一人一人に寄り添った政策を展開することで、

暮らしたい、ずっと暮らし続けたいまちづくりを着実に進めていくこととしており、

令和８年度予算は、そのスタートと位置づける予算となります。 

  また、令和８年度は、町制施行９０年という節目の年でもあります。９０年という

年月は長く、先達がつくり上げてきた歴史のたまものですが、しかしながら、社会、

環境が著しく変化する現代において、町の都市的イメージ、ブランド力をさらに向上

させ、継続的なまちの発展と活性化を促すため、単独自治の在り方を調査研究するこ
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とは必要であると考えており、令和８年度予算に関連経費を計上しているところでご

ざいます。 

  さて、我が国の経済は名目ＧＤＰが６００兆円を超え、賃上げ率も２年連続で５％

を上回るなど、デフレ・コストカット型経済から、その先にある新たな成長型経済に

移行する段階に至るとともに、足元の景気は、米国の通商政策による影響が自動車産

業を中心に見られるものの、穏やかに回復しています。 

  国の地方財政対策においては、物価高が続くとともに、社会保障関係費や人件費の

増加等が見込まれる中、地方公共団体が様々な行政課題に対応しながら行政サービス

を安定的に提供できるよう、一般財源総額について、額にして３兆７，３６４億円、

率にして５．９％増と、前年度を大幅に上回る６７兆５，０７８億円を確保すること

としています。 

  なお、臨時財政対策債については、前年度に引き続き新規発行はありません。 

  令和８年度の当町の予算は、一般会計が、普通建設事業など投資的経費へ積極的な

配分を行ったことから、対前年度２６億８，１００万円、率にして１２．０％増、

２５０億６，７００万円の編成としました。一般会計当初予算の規模としては、過去

最大の予算額となっています。 

  国民健康保険特別会計は、被保険者数の減少により規模が縮小し、対前年度

５，３００万円、率にして１．２％減の、４２億６，０００万円。介護保険特別会計

は、保険給付費の増額により、対前年度２億８，９００万円、率にして７．２％増の、

４３億３，０００万円。後期高齢者医療特別会計は、被保険者数の増加により、対前

年度９，８００万円、率にして９．７％増の、１１億３００万円としました。公営企

業会計である下水道事業会計は、収益的支出と資本的支出を合わせた予算規模が

２８億７，６００万円、率にして、対前年度比６％増としました。 

  一般会計、４つの特別会計、下水道事業会計を合わせた予算総額は３７６億

３，６００万円、率にして、対前年度９．２％増の予算編成としました。一般会計の

歳入において、町税は、所得や雇用者数の伸びから、個人町民税、法人町民税ともに

増収が見込まれることから、対前年度４億８，４００万円増の、８６億８００万円と

しました。 

  地方交付税は、普通交付税において国の地方財政対策を見据え、対前年度５億

５，９００万円増の、１８億３，９００万円としました。 
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  国庫支出金は、揚倉山健康運動公園の再整備に係る補助金、また、幼稚園２園の子

ども・子育て新制度に基づく施設型給付への移行に係る負担金などを計上し、対前年

度５億２，２００万円増の、４８億２，９００万円としました。 

  県支出金は、児童生徒１人１台学習系端末の購入に係る補助金、小学校給食費の負

担軽減に係る交付金などを計上し、対前年度５億５，６００万円増の、２４億

１，１００万円としました。 

  諸収入は、小学校給食費に係る県支出金措置に伴い保護者負担が減少することから、

対前年度１億１，４００万円減の、３億４，０００万円としました。  

  財政調整積立基金については、新たに取り組むまちづくりの原資として、９億

８，４００万円の繰入れを計上しました。 

  主な施策について、次のとおり、第５次総合計画の基本目標の区分に沿って申し上

げます。なお、第５次総合計画前期実施計画において計上した事業であっても、財政

状況等を勘案し、延伸等を行った事業もあることを申し添えます。 

  基本目標１、「ともに支えあい 健やかに「暮らしたい」」 

  （福祉） 

  既存の相談支援の取組を生かした分野横断的な重層的支援体制を整備し、複雑・複

合化した課題に包括的に対応します。 

  重度障害者の社会参加を促進するため、人工透析者へのタクシー利用に係る追加助

成を行います。 

  また、新たに小児慢性特定疾病の治療に係る県外通院交通費を助成します。 

  ふれあい福祉センター３階において、障害福祉サービス、生活介護を運営する民間

事業者を現在公募しており、選定した事業者による施設改修を経て、令和８年１２月

に開設する予定です。 

  第８期障害福祉計画、第４期障害児福祉計画を策定するとともに、第４次地域福祉

計画の策定に着手します。 

  （子育て） 

  子ども医療費の助成について、乳幼児、小学生、中学生の入通院に加え、令和９年

１月から高校生の入通院を対象とします。 

  なお、令和７年度に寄附をいただいたふるさと納税６００万円（町長におまかせコ

ース）については、未来を担う子供たちに使いたいという思いから、当医療費に充当



- 6 - 

しました。 

  民間事業者が設置運営する放課後児童クラブに対し、新たに費用助成を行います。 

  幼児２人同乗用電動アシスト自転車の購入費に対し、新たに補助金を交付します。 

  現在、本庁と福寿館に分離開設しているこども家庭センターの窓口について、令和

９年度から福寿館に一本化するため、必要な施設改修等を行います。 

  子育て育ちサポート事業を拡充し、新たに５歳児子育て相談フォロー事業を実施し

ます。 

  ゼロ歳６か月から２歳までの未就園児を対象とした、乳児等通園支援事業を開始し

ます。 

  （健康） 

  妊婦を対象に、ＲＳウイルスの感染を防ぐ予防接種が新たに定期接種化されること

から、公費負担を行い、母子の健康を推進します。 

  母子健康診査における公費助成において、通常１４回のところ、多胎妊娠について

は１９回へ拡充します。 

  （高齢者福祉） 

  「高齢者いきいき活動ポイント事業」では、引き続き、ポイント対象事業の拡充に

努めます。 

  高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画を策定します。 

  （国民健康保険） 

  国民健康保険の県単位化に向け、また、国民健康保険特別会計の健全な財政運営を

行うため、国民健康保険税は、広島県が示す標準保険税率を採用します。 

  （介護保険） 

  高齢者が地域で自立した日常生活を営むことができるよう、各種介護予防事業を実

施します。 

  基本目標２、「ともに学び 今も未来も幸せに「暮らしたい」」 

  （学校教育） 

  府中小学校・中央小学校屋内運動場トイレ改修工事、府中緑ヶ丘中学校エレベータ

ー及びスロープ設置等工事などを行うほか、全小・中学校特別教室等空調設備工事に

係る設計等を行います。 

  府中北小学校のエレベーター及び給食棟を改修することにより、学校施設の長寿命
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化を図ります。 

  児童生徒１人１台の学習系端末を更新します。 

  英語検定受験費用の補助金交付について、中学生に加え、新たに小学校６年生を対

象とします。 

  引き続き、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を配置し、児童

生徒一人一人を大切にする教育の充実を図るとともに、小学校登校時に校内で児童の

見守りを行う支援員を新たに配置し、教職員の負担軽減を図ります。 

  府中中央小学校プールの老朽化に伴い、民間プールの活用を開始します。 

  小学校給食費に対し、一部県支出金（給食費負担軽減交付金）を措置することから、

保護者負担は、前年度と比較し減額となります。  

  （社会教育） 

  府中南公民館改築工事に係る実施設計を行うとともに、複合化対象の町立体育場を

解体します。 

  放課後児童クラブに入退室管理システムを導入します。令和８年６月からは有料化

を実施し、サービス水準の維持向上に努めます。 

  くすのきプラザの空調設備改修工事を行うとともに、施設の長寿命化改修工事に係

る設計を行います。 

  図書館に、電子書籍等の閲覧が可能となる電子図書館システムを導入します。  

  学校・家庭・地域が連携、協働した学校づくり、地域づくりを引き続き推進します。 

  基本目標３、「つながりを深め 豊かに「暮らしたい」」 

  （地域コミュニティ） 

  町内会未加入者が参加できるイベント等に対し、引き続き補助金を交付します。  

  （人権・男女共同参画） 

  第５次男女共同参画プランを策定します。 

  （脱温暖化） 

  本庁舎、消防庁舎、福寿館において照明のＬＥＤ化を行い、長寿命化、省エネ化を

図ります。 

  住宅用省エネ設備や宅配ボックスの設置費用に対し、引き続き補助金を交付します。 

  （自然環境） 

  呉娑々宇林道の災害危険箇所を改修し、防災機能を強化します。  
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  基本目標４、「安全なまちで 安心して「暮らしたい」」 

  （安心・安全） 

  国土強靱化地域計画を改定します。 

  鹿籠２丁目地区、茂陰２丁目地区ののり面崩壊対策工事を行い、災害を未然に防止

します。 

  （消防体制） 

  高規格救急車１台を更新します。 

  また、電動ストレッチャーを導入し、傷病者の安全面の向上及び隊員の負担軽減を

図ります。 

  プライバシー保護や感染症対策のため、消防庁舎の仮眠室を個室化する改修工事に

係る設計を行います。 

  １１９番通報時においてライブ映像システムを活用し、救命率の向上を図ります。 

  （下水道事業） 

  雨水事業では、府中ポンプ場機械設備の改築更新を行うとともに、宮の町ポンプ場

の改築更新に伴う基本設計を行います。 

  汚水事業では、引き続き公共下水道の面的整備を進めます。  

  また、下水道使用料を改定し、将来にわたる安定的で持続可能な事業運営を目指し

ます。 

  基本目標５、「いつも心地よく 便利に「暮らしたい」」 

  （都市計画） 

  土地利用や都市基盤整備等を計画的に推進するため、都市計画マスタープランを改

定します。 

  （市街地整備） 

  向洋駅南側の街区整備を継続して実施するとともに、連続立体交差事業における地

元負担を行います。 

  補助街路として、本町４０号線、総社跡水分線を整備します。 

  橋りょう長寿命化修繕計画を改定します。  

  （公園） 

  官民連携事業として進めている揚倉山健康運動公園の再整備について、事業者が整

備する公園施設の出来高部分を公有財産として購入します。 
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  揚倉山健康運動公園あずまやや空城山公園の木橋を改修し、公園のメンテナンスを

行います。 

  （住宅） 

  今後の住宅施策の方向性を定めるため、住宅マスタープランを改定します。町営住

宅再整備の一環として、老朽化し空き家となった五反田住宅、桃山住宅を解体します。 

  基本目標６、「みんなの「暮らしたい」を支える」 

  （移住定住） 

  移住定住支援として、新たに３世代同居・近居に係る補助金を交付します。 

  （魅力発信） 

  単独自治の在り方を検討するため、住民、事業者の意見聴取に取り組むとともに、

アンケート調査を行います。 

  また、町制施行９０年を記念して式典を開催します。 

  （平和行政） 

  平和関連映画の上映会を行い、核兵器廃絶及び恒久平和の実現に向けた機運を高め

ます。 

  （行政ＤＸ化） 

  公共施設にフリーＷｉ－Ｆｉスポットを構築します。 

  オンライン手続について、より分かりやすく情報を取得できるよう、手続ガイドを

導入します。 

  各種公金収納のキャッシュレス化を進めるとともに、所得証明をコンビニで交付で

きるよう、システム改修を行います。 

  基幹業務システムの全国統一標準化に向け、令和８年度は、選挙人名簿管理、健康

管理、生活保護の各業務について構築します。 

  （財源確保） 

  ふるさと納税に係るクラウドファンディングの取組として、動物愛護を継続実施す

るとともに、府中南公民館の改築を対象に加え、寄附を募ります。 

  （組織体制） 

  揚倉山健康運動公園におけるサンフレッチェ広島レジーナの練習拠点化を契機とし

たまちづくりを進めるため、建設部内にスポーツ交流拠点推進課を新設します。 

  本庁２階にある指定金融機関派出窓口の令和８年度末での撤退に対応するため、公
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金収納機器の購入やシステムの導入を行います。 

  主な財政指標の見込みについては次のとおりです。 

  財政力指数は、前年度の基準財政収入額の増加が影響し、前年度の０．７８１から

０．８０３へ増加します。 

  財政調整積立基金現在高は、投資的経費への資金投入により、前年度見込みの

２８億１，６００万円から１８億４，８００万円へ、９億６，８００万円減少します。 

  地方債現在高（一般会計）は、償還より借入れが多いことから、前年度（見込み）

の２２８億４，０００万円から２２９億５，２００万円へ、１億１，２００万円増加

します。 

  実質公債費比率は、標準財政規模の増加が影響し、前年度（見込み）の７．８％か

ら７．７％へ、０．１ポイント減少します。 

  将 来 負担 比 率は、 充 当 可 能基 金 が目減 り す る 影響 に より、 前 年 度 見込 み の

６９．３％から７９．７％へ、１０．４ポイント増加をします。 

  令和８年度予算は、今後１０年間のまちづくりの第一歩となりますが、「みんなの

「暮らしたい」がかなうまち あきふちゅう」を展開していくに十分な事業を盛り込

んでおり、順調なスタートが切れるものと考えております。町民の皆様及び町内事業

者の皆様並びに議員の皆様の、より一層の御理解、御協力、御支援をよろしくお願い

をいたします。 

  以上でございます。 

○議長（力山 彰君） 以上で、日程第２、町長施政方針を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（力山 彰君） 次に、日程第３に入りますが、議事日程に記載している各議案

は、令和８年度予算並びにそれらの関連議案でございますので、一括議題に供したい

と思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議なしと認めます。 

  よって、日程第３、第１３号議案、府中町子ども医療費助成条例の一部改正につい

て、日程第４、第１７号議案、府中町国民健康保険税条例の一部改正について、日程

第５、第２０号議案、指定管理者の指定について、日程第６、第２１号議案、指定管

理者の指定について、日程第７、第６号議案、令和８年度府中町一般会計予算、日程
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第８、第７号議案、令和８年度府中町土地取得特別会計予算、日程第９、第８号議案、

令和８年度府中町国民健康保険特別会計予算、日程第１０、第９号議案、令和８年度

府中町介護保険特別会計予算、日程第１１、第１０号議案、令和８年度府中町後期高

齢者医療特別会計予算、日程第１２、第１１号議案、令和８年度府中町下水道事業会

計予算、以上を一括議題に供します。 

  理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（寺尾光司君） それでは、一括して提案をさせていただきます。  

  第１３号議案、令和８年３月９日提出。 

  府中町子ども医療費助成条例の一部改正について。 

  府中町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例を、次のように定める。 

                              府中町長 寺尾光司 

  提案理由でございますが、子ども医療費助成の対象年齢を引き上げるため、条例の

一部を改正するものでございます。 

  続きまして、第１７号議案、令和８年３月９日提出。 

  府中町国民健康保険税条例の一部改正について。 

  府中町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

                              府中町長 寺尾光司 

  提案理由でございます。 

  広島県から示された標準保険税率に従い、国民健康保険税の税率を変更するため、

条例の一部を改正するものでございます。 

  続きまして、第２０号議案、令和８年３月９日提出。 

  指定管理者の指定について。 

  次のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求める。  

                              府中町長 寺尾光司 

  提案理由でございます。 

  安芸府中商工センターの管理を行わせるため、指定管理者を指定するものでござい

ます。 

  続きまして、第２１号議案、令和８年３月９日提出。 
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  指定管理者の指定について。 

  次のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求める。  

                              府中町長 寺尾光司 

  提案理由でございます。 

  府中町ふれあい福祉センターの管理を行わせるため、指定管理者を指定するもので

ございます。 

  続きまして、第６号議案、令和８年３月９日提出。 

  令和８年度府中町一般会計予算。 

  令和８年度府中町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第 １ 条  歳 入歳出 予 算 の 総額 は 、歳入 歳 出 そ れぞ れ ２５０ 億 ６ ， ６８ ４ 万

４，０００円と定める。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

  （債務負担行為） 

  ２ 地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、１５億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１） 

 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算に過不足を生じた場合における、

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 
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                              府中町長 寺尾光司 

  第７号議案、令和８年３月９日提出。 

  令和８年度府中町土地取得特別会計予算。 

  令和８年度府中町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４万２，０００円と定める。  

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                              府中町長 寺尾光司 

  第８号議案、令和８年３月９日提出。 

  令和８年度府中町国民健康保険特別会計予算。 

  令和８年度府中町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算） 

  第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ４ ２ 億 ５ ， ９ ８ ７ 万

１，０００円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における、同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  （２） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算に過不足を生じた場

合における、同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                              府中町長 寺尾光司 

  第９号議案、令和８年３月９日提出。 

  令和８年度府中町介護保険特別会計予算。 

  令和８年度府中町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ４ ３ 億 ２ ， ９ ９ ８ 万
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７，０００円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一

款内での、これらの経費の各項の間の流用。 

                              府中町長 寺尾光司 

  第１０号議案、令和８年３月９日提出。 

  令和８年度府中町後期高齢者医療特別会計予算。 

  令和８年度府中町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１億２８５万２，０００円と

定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                              府中町長 寺尾光司 

  第１１号議案、令和８年３月９日提出。 

  令和８年度府中町下水道事業会計予算。 

  （総則） 

  第１条 令和８年度府中町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１） 整備面積５２４．４９ヘクタール。 

  （２） 年間有収水量４０１万２，７３４立方メートル。 

  （３） １日平均有収水量１万９９４立方メートル。 

  （４） 主な建設改良事業費。 

      管路建設事業費１億８，０８１万７，０００円。 

      ポンプ場建設改良費４億７，６３８万８，０００円。 
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      流域下水道建設負担金２，８５５万８，０００円。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

      収   入 

  第１款 下水道事業収益１４億９，２０８万９，０００円。 

      支   出 

  第１款 下水道事業費用１４億４，１８３万３，０００円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額５億５，８０７万１，０００円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額３，２８３万２，０００円及び当年度分損益勘定留保

資金５億２，５２３万９，０００円で補塡するものとする。） 

      収   入 

  第１款 資本的収入８億７，６４６万２，０００円。 

      支   出 

  第１款 資本的支出１４億４，３５３万３，０００円。 

  （企業債） 

  第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

  （起債の目的） 

  下水道事業債、限度額５億７１０万円。 

  起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。  

  （一時借入金） 

  第６条 一時借入金の限度額は、５億円と定める。 

  （支出予定の各項の経費の金額の流用） 

  第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

  （１） 営業費用、営業外費用及び特別損失  

  （２） 建設改良費、企業債償還金及び長期貸付金 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
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  第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流

用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

  （１） 職員給与費８，６２４万２，０００円。 

  （他会計からの補助金） 

  第９条 下水道事業会計助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

２，２７３万８，０００円である。 

                              府中町長 寺尾光司 

  以上で、令和８年度予算並びに、これら予算関連議案を一括して提案させていただ

きました。 

  なお、令和８年度当初予算関連資料の提示が遅れましたことを、改めておわびを申

し上げます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

○議長（力山 彰君） 以上で、提案説明を終わります。  

  この件につきましては、慣例によりまして、議員全員で構成する令和８年度予算特

別委員会を設置し、これに付託の上、質疑を含めて審査することにいたしたいと思い

ますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議ないようでございますので、１８名の委員をもって構成

する令和８年度予算特別委員会を設置し、これに付託の上、質疑を含めて審査するこ

とに決定いたしました。 

 

（予算特別委員会設置） 

 

○議長（力山 彰君） 委員の指名でございますが、１８名の委員とは全議員でござい

ますので、発表は省略いたしたいと思います。御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議ないようでございますので、そのようにいたします。  

  審査に要する費用については、もし必要が生じた場合、予備費の充当をお願いした

いと思いますが、町長、よろしくお願いします。 
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○町長（寺尾光司君） はい。 

○議長（力山 彰君） よろしいということですので、よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（力山 彰君） それでは、予算特別委員会の正・副委員長を互選したいと思い

ますので、第１委員会室において予算特別委員会を開会いたします。 

  しばらく休憩をいたします。 

  直ちに第１委員会室に移動をお願いします。 

（休憩 午前１０時１６分） 

 

（再開 午前１０時３４分） 

○議長（力山 彰君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（力山 彰君） 休憩中に予算特別委員会が開催され、正・副委員長が決定いた

しましたので発表します。 

  委員長に３番 安部議員。副委員長に６番 梶川議員と決定いたしました。 

  それでは、御挨拶をお願いします。 

  委員長からお願いします。 

  ３番、安部委員長。 

○３番（安部智恵美君） このたび予算委員会委員長に指名いただきました、３番、安

部智恵美でございます。 

  ３月１６日までの間、限られた日程の中での審議となりますが、私はまだ新人で、

ひよこでございます。梶川副委員長に手取り足取り教えをいただきながら、そして皆

様の御指導・御鞭撻もいただきながら、最後までこの任務を全うしてまいりたいと思

います。ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。 

（拍 手） 

○議長（力山 彰君） 続いて副委員長、お願いします。 

  ６番、梶川議員。 

○６番（梶川三樹夫君） 副委員長を務めさせていただきます、６番の梶川でございま

す。安部委員長を支えて、充実した審議になるように頑張りたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
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（拍 手） 

○議長（力山 彰君） ありがとうございました。正・副委員長におかれましては、よ

ろしくお願いします。 

  それでは、明日３月１１日から予算特別委員会の審査に入っていただきたいと思い

ます。よって、本会議は３月１５日まで休会とし、３月１６日に再開いたしたいと思

いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（力山 彰君） 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれをもって延会

といたします。御苦労さまでした。 

  延会。 

（延会 午前１０時３７分） 


